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◎議案補充説明   

（１）議案第 ５号「令和８年度三重県一般会計予算」（関係分） 

（２）議案第１６号「令和８年度三重県港湾整備事業特別会計予算」                                           

（３）議案第２０号「令和８年度三重県流域下水道事業会計予算」 
 

 

県土整備部 
 

令和８年度当初予算のポイント・主要事業 

 

 

１ 予算調製にあたっての基本的な考え方 
令和８年度当初予算では、切迫する南海トラフ地震や激甚化・頻発化する風水害等

の被害を軽減するための対策や下水道等インフラの老朽化対策等を推進するため、生

産性向上や効率化のためのデジタル化及び脱炭素社会の実現に向けたグリーン化の観

点を取り入れつつ、次の３点を柱に、労務単価及び資材価格の高騰をふまえて必要な

公共事業予算を確保し、国土強靱化等補正予算と合わせて切れ目なく取組を進め、事

業の着実な進捗を図ります。 

 

（施策推進の３本柱） 

（１）強靱な県土づくりの強力な推進 

埼玉県八潮市の道路陥没事故等をふまえた予防保全型のインフラ老朽化対策を推進

するとともに、気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害に備え、事前防災対

策を加速化するために河川改修、ダム整備、堆積土砂撤去等「流域治水プロジェクト」

に基づく取組を推進するほか、気候変動をふまえた河川整備計画の見直しを進めます。 

また、切迫する南海トラフ地震に備えるため、住宅耐震化の促進、河川・海岸堤防

等の耐震化、「命の道」となる道路の整備、緊急輸送道路の機能確保、道路啓開の迅

速化、港湾施設の機能確保、放置船対策、下水道施設の耐震化等を進めるとともに、

デジタル化の推進や大規模災害を想定した各種訓練の実施を進め、災害対応力の向上

に取り組みます。 

 

（２）暮らしに身近な課題への対応の強化 

安全で快適な道路空間づくりに向けて、舗装修繕、側溝整備、区画線の引き直し等

の道路維持管理を行うとともに、効果的な雑草対策や地域と協働の道づくり、通学路

や生活道路における交通安全対策を進めるほか、ＺＥＨ（「ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス」の略）の促進等により脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現にも

取り組みます。 

また、盛土等による災害への対策、良好な住環境の実現のための下水道の未普及対

策や広域化・共同化の推進、空き家の除去や活用の支援、県営住宅の改修に取り組み

ます。 

 

（３）豊かで活力のある地域づくりの推進 

県民生活の利便性の向上、産業の活性化や生産性の向上、地域間交流を促進する道

路ネットワークの構築に向けて、高規格道路及び直轄国道の整備を促進するとともに、

県管理道路の整備を推進します。 

また、地域の賑わい創出のための道路空間再編や花とみどりの三重づくり基本計画

に基づく取組の推進、道路空間のグリーン化、防災機能等を備えた都市公園の整備や

県産木材の利用推進、インフラを活用した観光誘客の促進に取り組みます。 
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（公共事業の的確な推進） 

上記３本柱の取組の推進にあたっては、地域の建設業が将来にわたって存続できる

よう、建設産業活性化に向けた取組が必要不可欠です。 

建設産業の活性化に向けて、「三重県建設産業活性化プラン２０２４」に基づき、

教育機関等との連携による「担い手の確保」、週休２日制の定着やバックオフィスの

導入等による「労働環境の改善」、建設ＤＸの普及啓発や受発注者におけるＩＣＴ活

用促進等による「生産性の向上」に取り組むとともに、これらの取組に不可欠な建設

企業の安定経営に向けた対応を継続的に実施します。 

 

 

２ 主な重点項目 
 

（施策推進の３本柱） 

（１）強靱な県土づくりの強力な推進 

 

◎インフラメンテナンス事業                           [道路管理課（224-2677）] 

[河川課（224-2686）] 

 [港湾・海岸課（224-2700）] 

[防災砂防課（224-2705）] 

予算額  ３,７０１,０２６千円          

（８,１７７,９６２千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

老朽化が進んでいる道路・河川・海岸などの施設について、持続可能な予防保全型

のメンテナンスサイクルへの転換に向け、長寿命化計画に基づく計画的な点検や効果

的な修繕・更新を実施します。 

 

 

◎流域下水道事業                                   [下水道事業課（224-2725）] 

予算額 9,029,075千円          

（１０,０２１,３２５千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、流域下水道の整備を推進する

とともに施設の地震対策や老朽化対策を進めます。 

 

 

◎流域治水事業                      [河川課（224-2679）] 

予算額  １２,５５４,６５４千円          

（１９,２１０,８６４千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

気候変動による災害の激甚化・頻発化をふまえ、河川管理者が主体となって行う河

川整備等の事前防災対策の取組に加え、流域全体で行う水災害対策を取りまとめた「流

域治水プロジェクト」の取組を推進します。河川や砂防えん堤に堆積した土砂の撤去

や樹木の伐採、治水上重要度の高い河川の改修を重点的に進めることで治水安全度の

向上を図るとともに、大型水門等の耐震対策を進めます。また、鳥羽河内ダムは、令

和10年度の完成に向けて進捗を図ります。さらに、気候変動をふまえた河川整備計画

の見直しを進めます。 
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◎土砂災害防止対策事業                 [防災砂防課（224-2697）] 

予算額 3,294,842千円          

（５,３８５,8５２千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

砂防えん堤や擁壁等の土砂災害防止施設の整備を進めます。また、土砂災害警戒区

域等の指定について基礎調査を進めます。 

 

 

◎住宅・建築物耐震促進事業              [住宅政策課（224-2720）] 

[建築開発課（224-2752）] 

予算額  3１８,２１７千円 

木造住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事、除却等を支援するほか、耐震

補強工事費の低減を図るため、精密診断法による耐震補強設計及び低コスト工法の講

習会を開催します。また、避難路沿道建築物の耐震診断や耐震改修等に対する支援を

行います。 

 

 
◎高潮等対策事業                   [港湾・海岸課（224-2690）] 

予算額 ２,５２９,３４２千円          

（３,７８６,８４２千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

堤防等の高潮・侵食対策、耐震対策、海岸の損傷等を軽減する整備を進めます。 

 

 

◎直轄道路事業                                   ［道路企画課（224-3016）］ 

予算額 １０,２３８,００６千円 

（１２,812,５０９千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

地方創生、国土強靱化に資する幹線道路ネットワークの構築・機能強化を促進しま

す。 具体的には、生産性向上や元気な地域づくりを支えるとともに、災害発生時には

「命の道」として重要な役割を果たす近畿自動車道紀勢線をはじめ、東海環状自動車

道や紀勢自動車道（４車線化）等の高規格道路や北勢バイパス、中勢バイパス（４車

線化）、鈴鹿四日市道路、国道１号（桑名東部拡幅）、国道 42号（松阪多気バイパス）

等の直轄国道の整備促進に向けた取組を進めます。  

  

 

◎道路改築事業                     [道路建設課（224-2630）] 

予算額  8,826,374千円            

（10,968,895 千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

高速道路や国管理の国道を補完し、地域間交流を促進する幹線道路ネットワークの

強化やバイパス等の抜本的な整備、観光復興を支えるアクセス道路等の整備を進めま

す。また、身近な生活道路では、車両のすれ違いが困難な箇所の解消など、安全で円

滑な交通の確保に向けた整備を進めます。さらには、早期に事業効果を発現できる待

避所の設置などの柔軟な対策も織り交ぜた道路整備を進めます。 
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◎緊急輸送道路等機能確保事業                [道路建設課（224-2672）] 

予算額  ８,３６７,８６2千円          

（１１,８２５,７０３千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

災害発生時に対応できる輸送機能を確保するため、緊急輸送道路等の橋の耐震・流

失対策、道路の土砂崩れ対策、車両のすれ違い困難箇所の道幅拡幅を進めます。また、

地震により橋台と盛土の間に大きな段差が生じ、通行機能が低下することがないよう、

適切な対策を行うとともに、復旧のための備蓄資材の確保等により初動体制の強化を

図ります。 

 

 

◎街路事業                       [都市政策課（224-2706）] 

予算額  1,795,061千円          

（2,378,527 千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

「三重県無電柱化推進計画」に基づき、台風や地震による電柱倒壊で甚大な被害を受

けやすい市街地の緊急輸送道路において、防災・減災対策として電線類の地中化を行

うほか、都市計画道路桑部播磨線等において橋梁工事に重点的に取り組むなど、通学

路の安全対策や都市交通の円滑化に資する街路事業を進めます。 

 

 

◎港湾事業                      [港湾・海岸課（224-2691）] 

予算額 １,0８８,５8８千円          

（１,１2０,０8８千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

港湾施設の定期点検・補修を実施するとともに、老朽化対策を進めます。また、鳥

羽港（中之郷地区）において岸壁の耐震対策を進めます。 

 

 

◎放置船対策事業                   [港湾・海岸課（224-2700）] 

予算額  4９,６００千円          

港湾区域等の良好な環境を保全するため、放置船の撤去・処分を実施します。 

 

 

◎道路ＤＸ事業                      [道路管理課（224-2677）] 

予算額  ２７,３００千円          

平常時や災害時における道路観測体制を拡充するため、道路ＤＸ中期計画に基づき

道路の監視カメラ設置を進めます。 
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（２）暮らしに身近な課題への対応の強化 

 

◎道路維持管理事業                   [道路管理課（224-2675）] 

予算額  9,632,416千円          

（9,657,350 千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

災害時の避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動を行う緊急車両の通行を確保

するため、緊急輸送道路を中心に老朽化が進行する舗装や区画線等の道路施設の修繕

を進めます。道路利用者や沿道住民等からの要望が非常に多い雑草対策については、

路肩等に張コンクリートや防草シートの設置等の雑草抑制対策を計画的かつ重点的に

実施します。また、自治会委託や美化ボランティア等の制度の更なる見直しも含め、

様々な工夫や新たな取組を、地域の皆様の声を聴きながら進めます。 

街路樹の樹形管理を地域の特性に応じて進めるとともに、花植え活動等を実施し、

良好な道路空間の形成を進めます。道路施設の脱炭素化に向けて、トンネル照明灯の

ＬＥＤ化を計画的に進めます。 

 

 

◎交通安全対策事業                    [道路管理課（224-2677）] 

予算額 １,４６４,２５９千円          

（1,549,454 千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

教育委員会・市町・警察署・道路管理者等の関係者で構成され、通学路の更なる安

全向上を図る継続的な取組である「通学路交通安全プログラム」に基づく対策箇所や、

交通事故が多発している箇所、ＥＴＣ２.０プローブデータ等のビッグデータから判明

した潜在的な危険箇所等について、関係者と連携しながらスピード感を持って着実に

対策を進めます。 

 

 

◎（新）省エネ住宅導入促進事業               [住宅政策課（224-2720）] 

＜事業実施期間：令和８年度～＞ 

予算額  １2,100千円          

住宅の脱炭素化と良質な住環境の促進を図るため、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）の建設及び購入に対する支援を行います。 

 

 

◎都市防災総合推進事業                 [建築開発課（224-2752）] 

予算額  ６7,798千円          

盛土規制法に基づく規制区域内における既存盛土等の安全性を把握するため、法に

基づく基礎調査（既存盛土調査）として、県内全域の既存盛土分布調査を実施します。 

 

 

◎流域下水道事業【再掲】               [下水道事業課（224-2725）] 

予算額  9,029,075千円          

（１０，０２１，３２５千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、流域下水道の整備を推進する

とともに施設の地震対策や老朽化対策を進めます。 
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◎空き家対策支援事業                  [住宅政策課（224-2720）] 

予算額  １７,０１６千円          

危険な空き家（特定空家等）の除却のほか、移住定住のための空き家リフォームや、 

地域活性化施設（非住宅）に改修するなどの空き家の利活用を支援します。また、空

き家の適正管理や活用に係るセミナーを開催します。 

 

 

◎公営住宅管理事業                   [住宅政策課（224-2703）] 

予算額  ８０9,134千円 

県営住宅の管理を適切に行うとともに、移住定住を促進するため、県営住宅の空き

住戸を活用し、移住者向けのお試し用住宅や定住用住宅を提供します。 

 

 

◎公営住宅建設事業                   [住宅政策課（224-2703）] 

予算額  ２７２,９９６千円          

県営住宅の長寿命化を図るため、外壁改修及び屋上防水改修工事等を行うとともに、

居住性を高めるため、バリアフリー改修工事等を実施します。 

 

 

◎建築基準法施行事業                   [建築開発課（224-2752）] 

予算額  １４,７０3千円          

不特定多数の者が利用する既存建築物の適正な維持保全のための指導・助言を行う

とともに、新築建築物等の完了検査など建築基準法の遵守を促します。 

 

 

◎（新）建築行政ＤＸ促進事業               [建築開発課（224-2752）] 

＜事業実施期間：令和８年度＞ 

予算額  １６５,０７７千円          

建築計画概要書の閲覧等に伴う閲覧者や対応する職員の負担等を軽減するため、建

築計画概要書のインターネットでの閲覧に必要な環境の整備を進めます。 
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（３）豊かで活力のある地域づくりの推進 

 

◎直轄道路事業【再掲】                           ［道路企画課（224-3016）］ 

予算額  １０,２３８,００６千円 

（１２,812,５０９千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

地方創生、国土強靱化に資する幹線道路ネットワークの構築・機能強化を促進しま

す。 具体的には、生産性向上や元気な地域づくりを支えるとともに、災害発生時には

「命の道」として重要な役割を果たす近畿自動車道紀勢線をはじめ、東海環状自動車

道や紀勢自動車道（４車線化）等の高規格道路や北勢バイパス、中勢バイパス（４車

線化）、鈴鹿四日市道路、国道１号（桑名東部拡幅）、国道 42号（松阪多気バイパス）

等の直轄国道の整備促進に向けた取組を進めます。  

 

◎道路改築事業【再掲】                 [道路建設課（224-2630）] 

予算額  8,826,374千円            

（10,968,895 千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

高速道路や国管理の国道を補完し、地域間交流を促進する幹線道路ネットワークの

強化やバイパス等の抜本的な整備、観光復興を支えるアクセス道路等の整備を進めま

す。また、身近な生活道路では、車両のすれ違いが困難な箇所の解消など、安全で円

滑な交通の確保に向けた整備を進めます。さらには、早期に事業効果を発現できる待

避所の設置などの柔軟な対策も織り交ぜた道路整備を進めます。 

 

◎（一部新）道路調査事業                            [道路企画課（224-2739）] 

予算額  41,１００千円          

地域の自立的発展や地域間の連携を支える高規格道路の早期整備や事業化に向け、

調査・検討を進めます。県内における総合交通ターミナル整備に向けて、津駅周辺に

おいて、道路空間の再編や交通結節点の強化などによる公共交通の利便性の向上を図

るため、関係機関と協働しながら、津駅周辺基盤整備の方向性（ビジョン）に基づき

それぞれの取組を進めます。また、交通拠点へのアクセス向上等に必要な道路ネット

ワークについて検討を進めるため、道路網調査を実施します。 

 

◎都市計画策定事業                   [都市政策課（224-2718）] 

予算額  ６９，２８７千円          

コンパクトで賑わいのあるまちづくりを進めるため、次期都市計画区域マスタープ

ラン策定に向け、本県の都市計画の基本的な考え方を示した都市計画基本方針を策定

するとともに、都市計画の基礎資料となる人口規模や土地利用等の現況把握を目的と

した基礎調査を実施します。また、「花とみどりの三重づくり基本計画」に基づき、

啓発活動を行うなど花とみどりの活用を推進します。 

 

◎都市公園整備事業                       [都市政策課（224-2706）] 

予算額  1,002,019千円          

（1,033,019 千円 令和７年度国土強靱化及び経済対策にかかる補正予算含みベース） 

子どもや子育て世帯の目線に立った公園や防災機能を兼ね備えた公園へのリニュー

アル、安全安心を確保する老朽化対策を推進します。 
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（公共事業の的確な推進） 

 

◎公共事業評価制度事業               [公共事業運営課（224-2915）] 

予算額  ８４６千円          

「三重県公共事業評価審査委員会」を開催し、公共事業の再評価・事後評価を行う

ことにより、公共事業を取り巻く状況の変化に対応し、適正に執行します。 

 

◎入札等監視委員会開催事業                [建設業課（224-2723）] 

予算額  469千円          

「三重県入札等監視委員会」を開催し、公共工事の公正性・透明性を確保しつつ、

公共事業を取り巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用を行いま

す。 

 

◎公共工事設計積算システム事業             [技術管理課（224-2208）] 

予算額  1０５,３４０千円          

積算基準や設計単価等に基づいて、公共事業の予定価格を算出するために使用する

設計積算システムを引き続き運用するために更新します。 

 

◎（一部新）三重県建設産業活性化プラン推進事業   [公共事業運営課（224-2915）] 

予算額  17,050千円          

  建設業における担い手の確保のため、若年層とその保護者世代を対象に、体験型イ

ベントやＳＮＳを活用した建設業の魅力発信等の取組を行うとともに、企業や就業者

に対するアンケート調査を実施し、取組の実態の把握や効果を検証することで、計画

的かつ着実に取組を進めます。 
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（単位：千円）

通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等

(115,529,973) (91,447,614) (24,082,359) (116,907,719) (93,489,639) (23,418,080) (101%) (102%) (97%)

91,447,614          91,447,614          -                      93,489,639          93,489,639          -                      102% 102% -               

(104,171) (104,171) -                      (106,008) (106,008) -                      (102%) (102%) -               

104,171 104,171 -                      106,008 106,008 -                      102% 102% -               

(27,217,686) (26,945,211) (272,475) (28,835,965) (27,843,715) (992,250) (106%) (103%) (364%)

26,945,211 26,945,211 -                      27,843,715 27,843,715 -                      103% 103% -               

(142,851,830) (118,496,996) (24,354,834) (145,849,692) (121,439,362) (24,410,330) (102%) (102%) (100%)

118,496,996         118,496,996         -                      121,439,362         121,439,362         -                      102% 102% -               

（単位：千円）

通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等

(44,781,086) (25,006,745) (19,774,341) (44,374,313) (25,325,170) (19,049,143) (99%) (101%) (96%)

25,006,745          25,006,745          -                      25,325,170          25,325,170          -                      101% 101% -               

(17,410,436) (13,132,741) (4,277,695) (16,757,853) (12,389,241) (4,368,612) (96%) (94%) (102%)

13,132,741          13,132,741          -                      12,389,241          12,389,241          -                      94% 94% -               

27,740,112          27,740,112          -                      29,566,166          29,566,166          -                      107% 107% -               

(89,931,634) (65,879,598) (24,052,036) (90,698,332) (67,280,577) (23,417,755) (101%) (102%) (97%)

65,879,598          65,879,598         -                      67,280,577          67,280,577         -                      102% 102% -               

1,606,597            1,606,597            -                      2,178,917            2,178,917            -                      136% 136% -               

(6,301,189) (6,301,189) -                      (5,685,296) (5,685,296) -                      (90%) (90%) -               

6,301,189            6,301,189            -                      5,685,296            5,685,296            -                      90% 90% -               

(97,839,420) (73,787,384) (24,052,036) (98,562,545) (75,144,790) (23,417,755) (101%) (102%) (97%)

73,787,384          73,787,384          -                      75,144,790          75,144,790          -                      102% 102% -               

(17,690,553) (17,660,230) (30,323) (18,345,174) (18,344,849) (325) (104%) (104%) (1%)

17,660,230          17,660,230          -                      18,344,849          18,344,849          -                      104% 104% -               

(115,529,973) (91,447,614) (24,082,359) (116,907,719) (93,489,639) (23,418,080) (101%) (102%) (97%)

91,447,614          91,447,614          -                      93,489,639          93,489,639          -                      102% 102% -               

令和８年度当初予算 会計別・事業別一覧表（県土整備部）

特 別 会 計
【 港 湾 整 備 事 業 】

令和７年度
当初予算　Ａ

令和８年度
当初予算　Ｂ

対前年度比
Ｂ／Ａ区　　分

１ 会計別総括表　　　

令和８年度
当初予算　Ｂ

令和７年度
当初予算　Ａ

企 業 会 計
【 流 域 下 水 道 事 業 】

一 般 会 計

２ 事業別総括表 （一般会計）

対前年度比
Ｂ／Ａ区　　分

合　　計

合　　計

公
 

共
 

事
 

業

県 単 公 共 事 業

災 害 復 旧 事 業

小　　計

計

受 託 公 共 事 業

国 補 公 共 事 業

直 轄 事 業

その他事業
（非公共事業）

－
県
土
整
備
部
８
－
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３ 主な事業別明細表（一般会計） （単位：千円）

通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等

(15,141,194) (10,357,694) (15,023,801) (9,059,028) (94%) (99%) (87%)

15,141,194 - 15,023,801 - 99% 99% - 

(5,718,027) (7,107,349) (5,645,363) (7,680,649) (104%) (99%) (108%)

5,718,027 - 5,645,363 - 99% 99% - 

(2,515,906) (1,933,100) (2,511,700) (1,695,000) (95%) (100%) (88%)

2,515,906 - 2,511,700 - 100% 100% - 

(1,358,622) (376,198) (1,871,310) (614,466) (143%) (138%) (163%)

1,358,622 - 1,871,310 - 138% 138% - 

272,996 - 272,996 - 100% 100% - 

(25,006,745) (19,774,341) (25,325,170) (19,049,143) (99%) (101%) (96%)

25,006,745 - 25,325,170 - 101% 101% - 

(10,961,506) (2,526,836) (10,238,006) (2,574,503) (95%) (93%) (102%)

10,961,506 - 10,238,006 - 93% 93% - 

(2,158,177) (1,750,859) (2,138,177) (1,788,970) (100%) (99%) (102%)

2,158,177 - 2,138,177 - 99% 99% - 

(13,058) - (13,058) (5,139) (139%) (100%) (皆増)

13,058 - 13,058 - 100% 100% - 

(13,132,741) (4,277,695) (12,389,241) (4,368,612) (96%) (94%) (102%)

13,132,741 - 12,389,241 - 94% 94% - 

9,195,989 - 10,227,281 - 111% 111% - 

18,149,506 - 18,944,006 - 104% 104% - 

394,617 - 394,879 - 100% 100% - 

27,740,112 - 29,566,166 - 107% 107% - 

(65,879,598) (24,052,036) (67,280,577) (23,417,755) (101%) (102%) (97%)

65,879,598 - 67,280,577 - 102% 102% - 

(89,931,634) (90,698,332)

65,879,598

10,961,506

2,158,177

(13,058)

13,058 

67,280,577

9,195,989 

18,149,506 

27,740,112 

(3,909,036) (3,927,147)

394,617 

13,132,741 12,389,241

(16,757,853)

(18,197)

13,058 

29,566,166 

18,944,006 

394,879 

10,227,281 

(2,485,776)

2,138,177

(17,410,436)

10,238,006

(13,488,342) (12,812,509)

計

(4,449,006) (4,206,700)

2,515,906 2,511,700

25,325,170

(44,781,086) (44,374,313)

25,006,745

港湾海岸事業

都市計画事業

272,996272,996

(1,734,820)

1,358,622 1,871,310

対前年度比
Ｂ／Ａ

道 路 事 業

河川砂防事業

令和７年度
当初予算　Ａ

区　　　　　　　　分
令和８年度

当初予算　Ｂ

国
補
公
共
事
業

住 宅 事 業

(25,498,888) (24,082,829)

15,141,194 15,023,801

(12,825,376) (13,326,012)

5,718,027 5,645,363

合　　　計

直
轄
事
業

道 路 事 業

河川砂防事業

公 園 事 業

計

計

県
単
公
共
事
業

建 設

維 持

調 査 等
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（単位：千円）

(15,432,606) (15,525,347) (101%)

15,432,606           15,525,347           101%

(15,052,101) (15,524,866) (103%)

15,052,101           15,524,866           103%

(380,505) (481) (0%)

380,505               481                     0%

(423,771) (114,407) (27%)

423,771               114,407               27%

(11,581,865) (12,706,713) (110%)

11,309,390           11,714,463           104%

(12,165,585) (13,311,099) (109%)

11,893,110           12,318,849           104%

(9,170,719) (10,021,325) (109%)

             8,898,244              9,029,075 101%

(272,475) (992,250) (364%)

                        -                         -                         -

(△583,720) (△604,386) (104%)

△ 583,720 △ 604,386 104%

※資本的収支差604,386千円は、損益勘定留保資金で補填します。

※ 各表の令和７年度当初予算の各欄の（　　）書きは、国の補正予算に係る令和６年度１２月補正予算その２および２月補正予算その１計上額を合算しています。

※ 各表の令和８年度当初予算の各欄の（　　）書きは、国の補正予算に係る令和７年度１２月補正予算その２および２月補正予算計上額を合算しています。

※ 各表の令和７年度当初予算の「国土強靱化等」欄は、国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を含めた国の補正予算に係る令和６年度１２月補正予算その２および２月補正

予算その１計上額を示しています。

また、令和８年度当初予算の「国土強靱化等」欄は、国の「第１次国土強靱化実施中期計画」を含めた国の補正予算に係る令和７年度１２月補正予算その２および２月補正予算計上額を示して

います。

※ 「１ 会計別総括表」の「企業会計【流域下水道事業】」欄は、「４ 企業会計（流域下水道事業）の概要」の収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

うち、建設改良費

うち、国土強靱化
等

資本的収支差
 (ｳ)-(ｴ)

収益的収入 (ｱ)

収益的支出 (ｲ)

収益的収支差
 (ｱ)-(ｲ)

純損益（税抜き）

資本的収入 (ｳ)

資本的支出 (ｴ)

４ 企業会計（流域下水道事業）の概要

令和７年度
当初予算

Ａ

令和８年度
当初予算

Ｂ

対前年度比
Ｂ／Ａ

－
県
土
整
備
部
１
０
－

－
県
土
整
備
部
１
０
－
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県土整備部 令和８年度当初予算調製にあたっての基本的な考え方

切迫する南海トラフ地震や激甚化・頻発化する風水害等の被害を軽減するための対策や

下水道等インフラの老朽化対策等を推進するため、生産性向上や効率化のためのデジタル

化及び脱炭素社会の実現に向けたグリーン化の観点を取り入れつつ、次の３点を柱に、労

務単価及び資材価格の高騰をふまえて必要な公共事業予算を確保し、国土強靱化等補正予

算と合わせて切れ目なく取組を進め、事業の着実な進捗を図ります。

（施策推進の３本柱）
１ 強靱な県土づくりの強力な推進
予防保全型のインフラ老朽化対策の推進、気候変動をふまえた事前防災対策の加速化、
流域治水の推進、住宅耐震化の促進、河川・海岸堤防等の耐震化、「命の道」となる道路の
整備、緊急輸送道路の機能確保、道路啓開の迅速化、港湾施設の機能確保、放置船対策、
下水道施設の耐震化、大規模災害に備えた災害対応力の向上、デジタル化の推進

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化
安全で快適な道路空間づくり、交通安全対策、脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現、
盛土等による災害への対策、良好な住環境の実現

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進
産業の活性化や生産性の向上等に資する道路整備、地域の賑わい創出のための道路空間再編、
花とみどりの三重づくり基本計画に基づく取組の推進、道路空間のグリーン化、
防災機能等を備えた都市公園の整備、県産木材の利用推進、観光誘客の促進に向けた取組

（公共事業の的確な推進）
建設産業活性化に向けた取組

（担い手の確保、労働環境の改善、生産性の向上、企業の安定経営に向けた対応）
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令和８年度当初 公共事業予算（県土整備部所管分）
一般会計
（災害復旧・受託公共事業を除く）

県土整備部
県土整備総務課 電話2655

※ 国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和３～７年度）の初年度につい

ては令和２年度補正予算、２年目は令和３年度補正予算、３年目は令和４年度補正予算、

４年目は令和５年度補正予算、５年目は令和６年度補正予算において措置されています。

※ 令和３年度当初には令和２年度２月補正予算を、令和４年度当初には令和３年度１月補正予

算を、令和５年度当初には令和４年度１月補正予算を、令和６年度当初には令和５年度１２月

補正予算及び令和５年度２月補正予算を、令和７年度当初には令和６年度１２月補正予算及

び令和６年度２月補正予算を、令和８年度当初には令和７年度１２月補正予算及び令和７年

度２月補正予算を含んでいます。

※ 数値は四捨五入によるため、内訳と合計が一致しないこと等があります。

（１） 通常分/国土強靱化分別 （２） 事業別内訳

河川改修で川幅を拡げたことにより、水位低下が図られ、
浸水被害発生リスクが軽減

効果事例集
はこちら

国土強靱化
５か年加速化対策

（単位：億円）

予
算
額

（単位：億円）

予
算
額

暮らしに身近な課題等に対応するため、県単で19億円増額

○労務単価及び資材価格の高騰をふまえて必要な公共事業予算を確保し、国土強靱化等補正予算と合わせて
切れ目なく取組を進め、事業の着実な進捗を図る

201 217 248 259 277 296

184 180
190 184 174 168

415 398 358
435 448 444

800 795 795
879 899 907

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度

県単 直轄 国補

577 591 647 649 659 673

223 204 148
229 241 234

800 795 795
879 899 907

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度

通常分 国土強靱化分等

(101%)
+8

+19

第１次
国土強靱化
実施中期計画

対策中 対策後

二級河川員弁川 河川改修事業 （桑名市）
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○老朽化の進行に起因する事故の発生や機能停止を未然に防止するため、メンテナンスサイクルを着実に実施

するとともに、インフラの老朽化対策を推進

県土整備部
道路管理課 電話2677
道路建設課 電話2630

（２） インフラの老朽化対策の推進（１） メンテナンスサイクルの着実な実施

(R1～R5)

(H26～H30)

2巡目点検

1巡目点検

●１巡目点検において、対策が必要と判定された道路橋の修繕が
ほぼ完了

●２巡目点検における修繕は、計画的に実施中

【道路橋修繕完了率（R６年度末）】

99%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１）予防保全型のインフラ老朽化対策の推進（道路分野）

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

1 0 年後

令 和 ７ 年 ４ 月 時 点 令 和 1 ７ 年 ４ 月 時 点

1 , 3 4 6 橋
３ ２ ％

建 設 後
5 0 年 以 上

2 , 1 5 2 橋
５ １ ％

建 設 後
5 0 年 未 満

2 , 0 3 9 橋
４ ９ ％

2 , 8 4 5 橋
６ ８ ％

◆ 老朽化対策の推進

損傷事例（高欄） 対策事例

◆点検における新技術の活用

従来点検（道路橋点検） 新技術

ドローンに
よる点検

道路交通規制有り 道路交通規制無し

４,１９１橋のうち建設後５０年を経過する橋梁は全体の約５割を占める。
１０年後にはこの割合が６割を超える等、急速に老朽化が進展する
見込み

◆ 三重県の管理状況（道路橋）

定期点検により対策が必要と判定された施設で修繕を実施

点検時の県民生活への影響を最小限とし、限られた予算・人材で
生産性の向上をめざす
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○進行するインフラ老朽化に伴う災害耐力の低下に対応するため、予防保全型メンテナンスへの本格的な転換に

   向けた計画的・集中的な修繕等によるインフラ老朽化対策を実施

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（１）予防保全型のインフラ老朽化対策の推進（流域分野）

県土整備部
河川課 電話2679
防災砂防課 電話2697
港湾・海岸課 電話2690

（２） 各管理施設の修繕（１）点検

各管理施設において、
劣化・損傷の程度を
把握するために定期
点検を実施

排水機場の点検

海岸保全施設の点検

江川排水機場（伊勢市）

河川メンテナンス事業

主ポンプの整備

宮川ダム（大台町）

ダムメンテナンス事業（減勢工改良）

通信設備改良

◆河川管理施設 ◆砂防関係施設

◆海岸保全施設

別名地区急傾斜（いなべ市）

砂防メンテナンス事業
急傾斜の修繕(法枠内土砂流出)

べつみょう

鵜殿港海岸(紀宝町）

海岸保全施設メンテナンス事業

津波防災ステーション施設更新
（通信施設・動力施設）

う ど の
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県土整備部
下水道事業課 電話2725

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（１）予防保全型のインフラ老朽化対策の推進（下水道）

全国特別重点調査や定期的な点検、調査の判定結果を

ふまえ、改築・更新を実施

腐食箇所

現状 更新後（イメージ）

(高効率型の脱水機を採用)

マンホール点検状況

北部浄化センター
（老朽化した汚泥脱水機）

管路点検状況

白山幹線
（下水道管路腐食状況）

（２）管路・マンホールの対策（１）処理場・ポンプ場の対策

機械設備点検状況 電気設備点検状況

現状 更新後
（イメージ）

補強層
既設管

被覆材

基材
（環状不織布）

定期的な外観調査や分解調査、内部調査を実施し、

状態や使用年数に応じ、改築・更新を実施

○老朽化の進行が見込まれる流域下水道施設について、計画的な点検、調査を行い、必要な改築・更新を

実施することにより施設の健全性を維持
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県土整備部
河川課 電話2679
防災砂防課 電話2697
港湾・海岸課 電話2690

洪水被害から県民の生命と財産を守るため、河道掘削、

堤防整備、堤防強化、耐震対策、ダム整備等の河川管理

施設の整備を推進

（１） 河川改修、ダム整備、河川整備計画の見直し

○ 気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害に備え、事前防災対策を加速化し、流域治水を推進

令和10年度完成予定

河 川 改 修

令和８年度完成予定

（２） 砂防関係施設整備

土砂災害から要配慮者利

用施設、避難所、人家、

公共施設等を保全するた

め、砂防えん堤や急傾斜

地崩壊防止施設等の整

備を推進

（３） 海岸保全施設整備

強い台風による高潮や大

規模地震による津波が

想定されるため、海岸保

全施設の高潮対策や堤

防を粘り強い構造とする

津波対策を推進

令和８年度完成予定

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（２）気候変動をふまえた流域治水の推進

ダ ム 整 備

完成イメージ

完成イメージ

川上２地区急傾斜（度会町）

宇治山田港海岸（伊勢市）

海岸堤防の嵩上げと粘り強い構造化
鳥羽河内ダム（鳥羽市）三滝新川（四日市市）

令和８年度

安濃川、岩田川、員弁川（R８新規）において、

気候変動をふまえた河川整備計画の見直しを推進

17



○緊急浚渫推進事業を活用し、毎年の堆積量を上回る量の撤去を官民で連携して実施

要撤去

約３１０万m3

令和３年度まで

（注３）平成３０年度末現在の堆積量

40万m3 12％

21％

29％

65万m3 

令和４年度

令和５年度

91万m3

（注３）

◆ 堆積土砂撤去の進捗状況

令和６年度
120万m3

39％

対策例

海蔵川（四日市市） 撤去前 撤去後

令和７年度見込み
143万m346％

◆ 令和８年度 堆積土砂撤去量（見込み）

（注１）：過去の調査結果から推定される堆積量

計43万m3

△20万m3

15万m3
22万m3

毎年の
堆積量

堆
積
量
の
減
少

（注１）

27万m3

17万m3

31万m3

計46万m3
計49万m3

26万m3

民間砂利採取
県河川事業

15万m3

30万m3

計45万m3

R４年度
撤去量
（実績）

R５年度
撤去量
（実績）

R６年度
撤去量
（実績）

R７年度
撤去量
（見込み）

R８年度
撤去量
（見込み）

（注２）：令和3年度までの累積撤去量

撤去量＝各年度撤去量
  － 毎年の堆積量

年度 R3年度まで R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

撤去量 16万m3 25万m3 26万m3 29万m3 23万m3 19万m3

累積撤去量 40万m3 (注2) 65万m3 91万m3 120万m3 143万m3 162万m3 

（４）河川堆積土砂の撤去

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（２）気候変動をふまえた流域治水の推進

令和８年度見込み
162万m352％

計39万m3

15万m3

24万m3

県土整備部
河川課 電話2682

かいぞう
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○緊急浚渫推進事業を活用し、毎年の堆積量を上回る量の撤去を計画的に実施

（注２）：令和２年度までの調査による堆積量

R4年度
撤去量
（実績）

R5年度
撤去量
（実績）

毎年の
堆積量

(注１）：過去の調査結果から推定される堆積量

堆
積
量
の
減
少

15万m3

12万m3

（注１）

△3万m3

要撤去

約１８０万m3

（注２）

6％

11％

18％

令和３年度まで 11万m3

令和４年度 20万m3

令和５年度 32万m3

対策例

◆ 令和８年度 堆積土砂撤去量（見込み） ◆ 堆積土砂撤去の進捗状況

14万m3

R6年度
撤去量
(実績)

24％ 令和６年度 43万m3

後谷川（いなべ市） 撤去前 撤去後

15万m3

令和７年度見込み 55万m3

R7年度
撤去量
(見込み)

30％

撤去量 ＝ 各年度撤去量
－ 毎年の堆積量

年度
R3年度
まで

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

撤去量 11万m3 9万m3 12万m3 11万m3 12万m3 8万m3

累積撤去量 11万m3 20万m3 32万m3 43万m3 55万m3 63万m3

（５）砂防ダム堆積土砂の撤去

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

11万m3

R8年度
撤去量
(見込み)

35％ 令和８年度見込み 63万m3

（２）気候変動をふまえた流域治水の推進
県土整備部
防災砂防課 電話2705

うしろだに
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○ 住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事、除却等を支援

住宅の耐震化率
（三重県）

現状

89.1％（令和5年）
【珠洲市】

能登半島地震における住宅被害

【輪島市】

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（３）住宅耐震化の促進

住宅耐震化事業補助実績

●直接死の多くが建物の倒壊による「圧死」

●倒壊した家屋等が避難、救助・復旧活動

   を阻害

能登半島地震による

「気づき」

人命・財産を守るためには、住宅の耐震化の促進が必要

より一層、耐震化を進めるために・・・

◼拡充した住宅耐震化事業補助金を継続

＜耐震診断＞

市町
2.0625
万円

県
2.0625
万円

国
4.125万円

⚫ 県内定額、自己負担なし

補助金額8.25万円（定額）

R７から増額 ＜耐震補強工事＞

自己負担

112.5万円

市町
50万円

県
50万円

国
57.5万円

補助金額157.5万円（上限）

⚫ 工事費270万円（R6中央値）の場合

R６.６補正で増額

＜耐震補強設計＞

◆一般的な設計

自己負担

17万円

市町
9万円

県
9万円

補助金額18万円（上限）

⚫ 設計費35万円（R６中央値）の場合

◆精密診断法による設計
⚫ 設計費34万円（R６中央値）の場合

県
8万円

市町
8万円

自己
負担
なし

市町
9万円

県
9万円

補助金額34万円（上限）

補助上乗せ16万円（上限）

「耐震性のない空き家」の除却を促進

⚫ 令和８年度から「耐震性のない空き家」の除却補助金の

県補助上限額（51,750円／戸）を10万円／戸に増額

拡充後

自己負担

160万円

市町
10万円

県
10万円

国
20万円

最大 40万円

40万円

（イメージ）除却工事費200万円の場合

現 行

自己負担

179.3万円

市町
5.175

万円

県
5.175

万円

国
10.35
万円

最大 20万７千円

20万7千円

R８から増額

R６.６補正で拡充

能登半島地震を
機に耐震化への
関心が高まる

金物補強 筋交い補強
令和５年度～７年度の補助件数実績（戸）
※令和７年度は12月末時点

■

県土整備部
住宅政策課 電話2720
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（１） 河川・海岸堤防の耐震対策

○地震、津波による浸水被害を軽減するため、海抜ゼロメートル地帯における堤防や、河口部の大型水門・樋門等

の耐震化を推進

（２） 河口部の大型水門・樋門等の耐震対策

大規模地震が発生した際

に、津波や高潮による浸

水被害が長期化するリス

クが高い県北部の海抜ゼ

ロメートル地帯において、

河川堤防、海岸堤防の耐

震対策を推進

大規模地震が発生した際

に、門柱等が損傷し、ゲー

ト操作ができない等のリス

クがある河口部の大型水

門・樋門等について、耐震

対策を推進

大型水門の耐震対策

県土整備部
河川課 電話2679
港湾・海岸課 電話2690

海岸堤防の耐震対策

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（４）河川・海岸堤防等の耐震化

河川堤防の耐震対策

木曽川

内容確認：

鍋田川（木曽岬町） 大堀川防潮水門（伊勢市・明和町）

城南第一地区海岸（桑名市）
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○救助・救急活動や人員・物資輸送等を迅速に行うため、災害に強い高規格道路等の整備を推進

E42

紀宝IC

熊野IC(仮)

尾鷲北IC

尾鷲南IC

熊野大泊IC

伊勢IC

大宮大台IC

紀勢大内山IC

紀伊長島IC

勢和多気JCT

御浜IC(仮)

新宮北IC

H18.3 開通
延長13.4km

H26.3 開通
延長21.2km

H21.2 開通
延長10.4km

H25.3 開通
延長10.3km

R3.8 開通
延長5.4km

H25.9 開通
延長18.6km

紀宝熊野道路

熊野道路

高速道路等

高規格道路

一般国道

事業中

凡 例

半島地形である三重県南部の沿岸エリア

新宮紀宝道路

R6.12 開通
延長2.4km

③

①
42

イメージ図

道路の嵩上げにより
津波リスクを回避

④

③ ①

42

熊野道路 6.7km紀宝熊野道路15.6km

紀宝
鵜殿IC

紀宝IC

紀勢線がつながることでリダンダンシーを確保

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（５）「命の道」となる道路の整備

②

②

①伊勢志摩連絡道路(磯部BP)

令和7年3月23日供用開始

至志摩市街

至鳥羽市

②県道御浜紀和線（柿原）

令和7年5月30日供用開始

至国道311号

至国道42号

③新宮紀宝道路

令和6年12月7日供用開始

至新宮市

至紀宝町

至志摩市

②伊勢志摩連絡道路（五知～白木）

令和7年度新規事業化

至鳥羽市

①熊野道路

至新宮市

至尾鷲市

③国道260号船越BP

令和8年度供用予定至志摩市

至紀北町

④国道260号東宮河内

令和9年度供用予定

至志摩市

至紀北町

県土整備部
道路企画課 電話3016
道路建設課 電話2630

至志摩市
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○ 災害発生時の輸送機能を確保するため、緊急輸送道路における橋の落橋防止や倒壊対策、洪水で橋が流され

ない対策、道路の土砂崩れ防止対策を推進

（１） 橋の落橋防止や倒壊対策

（４） 道路の土砂崩れ防止対策（盛土）

大規模地震の際に、損傷に

よる長期間の通行止めを防

ぐため、損傷が限定的なも

のに留まり速やかに機能回

復ができるよう、橋の落橋防

止、橋脚補強対策を推進

能登半島地震では、高盛

土で大きな被害が数多く発

生したため、高盛土及び地

山傾斜地等の水の集まり

やすい地形の盛土におい

て対策を推進

国道１６７号 （志摩市）

（３） 道路の土砂崩れ防止対策（法面）

激甚化、頻発化する豪雨や、

大規模地震の際に、崖崩れ

による道路交通への影響を

抑えるため、斜面をコンクリー

ト製の枠等で固定する対策を

推進

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（６）緊急輸送道路の機能確保

盛土変状による舗装のひび割れ状況
国道311号 （尾鷲市）国道311号湊川橋 （熊野市）

（２） 洪水で橋が流されない対策

渡河部の橋梁について、

豪雨時の洪水や流木の衝

撃等による橋の流失を防

止するため、架け替えによ

り橋脚数の少ない構造形

式に変更する流失防止対

策を推進
橋脚数を3本から1本に変更

県土整備部
道路建設課 電話2672
道路管理課 電話2677

主要地方道松阪久居線須賀瀬大橋（津市）
す が せ
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県土整備部
建築開発課 電話2752
都市政策課 電話2706 

○緊急輸送道路を閉塞するおそれのある避難路沿道建築物の耐震化への支援及び無電柱化の推進

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（６）緊急輸送道路の機能確保

建築物等の倒壊や倒壊等によ

る道路の閉塞は、死傷者の発

生要因になるほか、消火・救

助・避難や緊急物資の輸送の

障害になるため、避難路沿道

建築物の耐震化を促進

（５） 避難路沿道建築物の耐震化

※国･県は市町への間接補助（補助対象となる経費には限度額あり）
公費負担割合は市町の補助する額によって変動

事業者

４/15

地方補助金1/3

国
1/2

県
1/6

市町
1/6

事業者

1/6

公費負担 83.3％

国補助金1/2 地方補助金1/3

補強設計補強設計

国
1/2

県
1/4

市町
1/4

公費負担 100％

国補助金1/2 地方補助金1/2

耐震診断耐震診断

耐震改修耐震改修

国補助金2/5

国
2/5

市町
1/6

県
1/6

公費負担 73.3％

令和６年能登半島地震

耐震補強材

【松阪市】

【四日市市】

【耐震改修等県内実績】

（６） 市街地等の無電柱化の推進

電柱倒壊による社会的影響が

大きい市街地等の緊急輸送道

路において、道路閉塞を未然

に防ぎ、大規模災害時の被害

を軽減するとともに、救急救

命・復旧活動に必要な交通機

能を確保するため、無電柱化を

推進

令和６年度無電柱化完了

令和８年度

市街地等の緊急輸送道路５区間で無電柱化を実施

電線類地中化（電線共同溝整備）

都市計画道路外宮度会橋線（伊勢市）

都市計画道路外宮常磐線（伊勢市）

整備前 整備後

耐震改修後

建替後 建替前
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県土整備部
施設災害対策課 電話2674

くしの歯ルート STEP1
STEP2
STEP3

山側道路啓開ルート候補路線

凡例

南海トラフ地震が発生すると
三重県では、くしの歯ルートの
約450橋で橋梁段差が発生する恐れ

（１） 道路啓開計画の見直し （２） 災害応急資材の確保

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（７）道路啓開の迅速化

出典：土木学会調査報告書

円滑な資材運搬のため、
組合員の車両の緊急通行車両等の
事前確認手続きの促進

砕石工場

被災現場

◆道路啓開ルート候補路線図

○道路法改正に伴い法定化された道路啓開計画の見直しや災害応急資材の確保を推進

道路啓開計画の策定が
法定化（R７.４）

道路法の改正

中部版「くしの歯作戦」を基
礎に南海トラフ地震を対象
に計画策定（R８.３予定）

中部道路啓開計画

東日本大震災を受けて平成
24年度に、沿岸部での津波
被害を想定し高速道路等の
広域支援ルート(STEP1)や、沿
岸部アクセスルート(STEP2) 、
沿岸沿いルート(STEP3)の道
路啓開計画として策定（毎年
更新）

中部版「くしの歯作戦」

関係機関との連携を強化し
より実効性のある計画に
定期的に見直し

直下型地震を対象に計画
策定（R９.３予定）

三重県道路啓開計画

砕石工業組合との協定により優先供給

段差解消のため大量の砕石が必要
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県土整備部

港湾・海岸課 電話2691

◆大規模地震時の港湾機能の確保

耐震強化岸壁の改修により、大規模地震時の港湾機能を確保

耐震強化岸壁改修事業

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（８）港湾施設の機能確保

「三重県地域防災計画」に位置づけのある耐震強化岸壁は８箇所あり、平成２３年度までにすべて整備済。

防災能力保持のための改修として、令和５年度に長島港耐震強化岸壁に接続する緊急輸送道路を跨ぐ臨港道路（橋梁）の

耐震補強を完了。

現在、鳥羽港耐震強化岸壁において、現行の耐震基準に適合させるための補強工事を進めており、令和８年度は引き続き

進捗を図る。

津松阪港

鳥羽港

浜
島
港

吉
津
港

長
島
港

尾
鷲
港

鵜殿港

四日市港

令和5年度完成

臨港道路（江ノ浦大橋）
耐震補強事業

耐震強化岸壁

耐震強化岸壁位置図

緊急輸送道路

緊急輸送道路を跨ぐ橋梁の耐震補強を実施済
物資輸送機能の向上を図る。

◆ 大規模地震時の緊急輸送路の確保

長島港中ノ島地区

鳥羽港中之郷地区

○大規模地震時の海上輸送機能を確保するため、耐震強化岸壁等の改修を推進
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県土整備部

港湾・海岸課 電話2691

○津波、高潮、洪水等における放置船が要因となる二次被害や油流出による環境等への影響を抑制するため、
放置船対策を推進

（１） 放置船対策推進会議の設置

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（９）放置船対策

（２） 一般海域における条例の制定 （３） 放置船の代執行等による撤去

広域的、かつ地域の実情をふまえた放置船対

策を検討するため、地域ごとに、各水域管理者

や関係機関と連携した放置船対策推進会議を

設置し、地域全体で放置船の解消や発生抑制

をめざす

一般海域においては、放置船に関する法令が

整備されていないため、令和８年度中の制定を

予定している条例により放置船の解消をめざす

浜島港の港湾区域内において、令和６年度か

ら令和７年度には30隻の放置船を撤去

令和８年度には７隻の放置船を撤去予定

地域ごとの放置船対策推進会議

中勢地区

伊勢・鳥羽地区

志摩・南伊勢地区

東紀州地区

一般海域
再エネ海域
利用法

河川法

港湾法
漁港法

海岸法 海岸法

◆「三重県一般海域等管理条例（仮称）」に
おける放置船に関する規定（案）

R6～R7 実施

R8 実施予定

北勢地区

〇禁止行為
指定された区域に船舶等を放置しては
ならないことを規定

〇放置船等の措置
所有者の有無にかかわらず、放置された
船舶等に対する撤去命令や代執行等を規定

〇罰則
禁止行為等に違反した場合、
拘禁刑または罰金刑に処することを規定
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防水扉設置

浸水深（津波）
GL+1.2m

（２） 施設浸水対策

津波、河川氾濫によって想定される浸水が生じた時でも

処理場・ポンプ場の機能が確保できるよう耐水化を推進

県土整備部
下水道事業課 電話2725

（１）地震対策

○ 強靱で持続可能な流域下水道を構築するため、地震対策・施設浸水対策を推進

（１） 地震対策

下水道システムの急所となる施設 （その施設の機能を失えば、システ

ム全体が機能を失う最重要施設）の耐震化等を計画的・集中的に推進

②ポンプ場

最初沈殿池

①下水処理場

内 ： 急所となる流域下水道施設の耐震化率（令和７年度末見込み）

①下水処理場

72％

避難所、
県・市庁舎等
（重要施設）

急所施設（県）

75％

③幹線管路

94％
②ポンプ場

◆流域下水道における急所施設

耐震化を優先する

管路等（市町）

連携

● ： 上水道施設

● ： 下水道施設

流域下水道と

市町公共下水道との

接続点

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（10）下水道施設の耐震化

三渡川ポンプ場

（建物耐震診断）

北部浄化センター

（最初沈殿池の耐震補強） 志登茂川浄化センター

（ポンプ機械棟の耐水化）

宮川浄化センター（スクリーンポンプ棟の耐水化）

防水扉設置
浸水深（津波）
GL+2.6m

浸水深（津波）
GL+2.6m

防水扉設置

みわたり

し と も
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県土整備部
施設災害対策課 電話2674

○大規模災害に備え、関係機関と連携した実動訓練の充実やデジタル技術の活用を拡大

（２） デジタル技術の活用

◆ 関係機関と連携した実動訓練

（１） 実動訓練の充実

デジタル技術を活用して災害復旧を迅速化

◆ ドローンやスマートフォンの撮影データを３次元点群化
⇒ 図面作成の迅速化や災害査定に利用

令和６年国災第２号（一級河川野田川）

75030003000750

1
1
3
0
0

2.
00
0

4
0
0
0

8
0
0

700

標準横断図

不安定土塊

断面図の作成

1000

4
4
0
0

4920

1
3
6
2

河
岸

高
=
3
1
4
3

被
災

水
位
=
2
1
0
0
（
3
1
4
3
/
2
=
1
5
7
1
）

970

DL=174.00

No.0+5

GH=175.03
FH=

DHWL

LWL

1:0.5

1:0.4

1:1.5
1:
1.
0

K

K
断面図の作成

応急工事の実施

机上査定で利用

実践的な訓練を実施し、災害対応力を向上

建設業団体と連携し、実践的な

訓練と情報伝達訓練を実施

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（11）大規模災害に備えた災害対応力の向上

◆県の排水ポンプ車を活用した
操作訓練

◆ タブレットを用いたペーパレス査定の実施

査定の様子 タブレット画面

令和６年国災第３号（一般県道玉城南勢線）

内容確認：

三重県建設業協会災害対応実動訓練

排水ポンプ車の操作訓練

改良土のう積工

放置車両の移動訓練段差解消訓練

令和7年12月追加配備車両
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災害時の異常検知

１ 強靱な県土づくりの強力な推進

（12）デジタル化の推進

県土整備部
道路企画課 電話2739
道路管理課 電話2675
下水道事業課 電話2725
河川課 電話2682
港湾・海岸課 電話2691
防災砂防課 電話2705

（２）下水道管路台帳のデジタル化

（１） 道路観測カメラの拡充 （３） 流域分野等のデジタル化

○公共土木施設管理の強化・効率化に向けた道路観測カメラの拡充や、下水道管路台帳のデータベース化の推進、

   流域分野の各区域図のデータ化・オープン化の推進

◆下水道管路台帳のデータベース化の推進
下水道管路の施設情報や維持管理情報等について、地理情報システ

ム（GIS)を基盤としたデータベースで管理し、業務の効率化を推進

■施設情報
構造、 内径、 延長、
材質、 設置年 等

■更新計画情報
点検／調査計画、
更新計画年度 等

■維持管理情報
点検／調査日、
状態、 修繕履歴 等

■ファイリングデータ
図面、 写真、 動画、
計測記録 等

≪下水道管路台帳システムイメージ≫

（１） 道路等の観測体制の整備

交通量の常時観測

主要渋滞箇所

観光地

ICアクセス道路等

災害時の異常検知

緊急輸送道路等

冠水危険箇所

積雪危険箇所

◆道路観測カメラの設置
令和８年度末：100箇所（令和７年度末：９１箇所）

（簡易型河川監視カメラ等の設置）
水防活動や住民の適切な避難行動を促すため、簡易型河川監視
カメラ等を102箇所に設置し、洪水時のリアルタイムな情報を発信

河川区域・砂防指定地・海岸保全区域・港湾区域の

図面をデータ化・オープン化

（各デジタルデータ）

令和６～７年度に県内全ての

県管理道路の道路台帳附図を

データ化・オープン化

（道路台帳附図のデータ化・オープン化）

◆流域分野の各区域図のデータ化・オープン化

誰でもどこからでも
自由に閲覧可能

QR コードAI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。
テキストAI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。
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（１）安全で快適な道路空間づくり
県土整備部
道路管理課 電話2675

○安全な通行空間や快適な生活空間の確保、効果的な雑草対策を推進するとともに、魅力ある地域づくりに向けて

    地域と協働の道づくり等身近な課題への対策を推進

（２） 効果的な雑草対策（１） 安全な通行空間や快適な生活空間の確保

・ トンネル照明のＬＥＤ化

（３） 地域と協働の道づくり

魅力あるまちづくりのため、より一層参加しやすい自治会委託や
道路美化ボランティア制度のさらなる見直しにより、地域住民・
民間団体等との協働・連携を推進

快適で安全な道路環境の確保とコスト縮減の両立を図るため、
現地条件等に応じた雑草対策を推進

・ 橋梁の補修

・ 区画線の引き直し

・ 道路パトロール

・主な対策事例 ・新技術試行中

・ 舗装修繕 ・ 側溝整備

道路の巡回、清掃、除草、樹木剪定、除雪及び

橋梁、トンネル、舗装、法面等道路施設の点検・

補修を実施し、道路の維持管理を推進

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化

防草シール

張コンクリート

対策後

対策後

対策前

対策前

内容確認：

カバープランツ

ラバーチップによる除草

ガードパイプ支柱

穴ぼこ補修 障害物撤去

美化ボランティア ふれあいの道自治会等除草委託
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（２）交通安全対策

県土整備部
道路建設課 電話2630
道路管理課 電話2677
都市政策課 電話2706

○ 「通学路交通安全プログラム」に基づく対策箇所や生活道路において、関係者と連携しながらスピード感をもって
交通安全対策を推進

（１） 通学路における安全対策 （２） 生活道路における安全対策

市町ごとに策定した「通学路

交通安全プログラム」に

基づき、教育委員会や学校

関係者、県警察等と連携し、

対策を推進

最高速度30ｋｍ／ｈの区域規制と物理的デバイスの適切な

組合せにより、交通安全の向上を図る区域を「ゾーン３０プラス」

として設定し、道路管理者と警察が緊密に連携し、地域住民等

との合意形成を図りながら、生活道路における人優先の安全・

安心な通行空間を整備

令和８年度

歩道整備 34箇所、あんしん路肩 ９箇所で実施

※国土交通省ＨＰより

路面標示

※市道

スムーズ横断歩道

※町道 ※市道

狭さく

カラー舗装

※市道

※市道

令和８年度

菰野町の朝上地区、菰野地区を「ゾーン３０プラス」に設定

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化

あんしん路肩歩道整備合同点検

防護柵 カラー舗装車止め 交差点ハンプ
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○ 住宅の脱炭素化と良質な住環境の促進を図るため、ＺＥＨ（「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略）の建設及び
購入に対する支援を実施

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、日本でのエネ

ルギー消費量の約３割を占める建築物分野における脱炭

素化への取組が急務

（１）住宅の脱炭素化（ＺＥＨの促進）

（３）脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現

【出典：国土交通省ＨＰより】

民間（個人等）
2,980万円

県
１/２
10万円

市町
１/２
10万円

補助金額10万円（上限）

ＺＥＨまたはＺＥＨを上回る性能の住宅を建設または購入す

る者に対し、県は市町の補助金額の１／２以内かつ１０万

円を上限に補助を実施

高断熱化と高効率設備によって、大幅な省エネルギー化を

実現した上で、太陽光発電や蓄電池等を利用して、年間エ

ネルギーの消費量を収支ゼロとすることをめざした住宅

（イメージ）住宅建設費等3,000万円、市町の補助20万円の場合断熱工事 太陽光発電

ＺＥＨイメージ 【出典：経済産業省】

防災面の強靭性向上快適な住環境

温室効果ガス削減

③ ＺＥＨの導入効果

支援（補助）概要

① 現状・課題

② ＺＥＨ（ゼッチ）とは

エネルギー消費量・光熱費の削減

県土整備部
住宅政策課 電話2720

R８新規事業

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化
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（３）脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現

重要港湾（津松阪港、尾鷲港）の港湾脱炭素化推進計画に基づき、
取組を推進

内容確認：

（２）道路分野の脱炭素化

道路脱炭素化推進計画に基づき、取組を推進

道路分野は約２割を占める

出典：道路分野の脱炭素化政策集ver.2.0 （国土交通省）出典：道路分野の脱炭素化政策集ver.2.0 （国土交通省）

（３） 港湾の脱炭素化

散気装置の気泡を小さくして
送風機の風量を抑え、電力使用量
を削減（約４％)

太陽光発電施設の導入や、設備の高効率化、照明のＬＥＤ化により

化石燃料由来の電力使用量を削減

高効率機器の導入イメージ
（水処理施設機械設備更新工事）

更
新

太陽光発電施設の導入イメージ

（４）下水道施設の脱炭素化

事業者が太陽光発電施設を設置し、
県は電力を購入（ＰＰＡ方式）

太陽光発電施設の設置

雲出川左岸浄化センター

◆道路全体のグリーン化を支える道路空間の創出
太陽光発電施設の設置
・国道167号 磯部トンネル

◆低炭素な人流・物流への転換
自転車通行空間の確保
・国道42号

◆道路交通の適正化
交差点改良（右折レーン追加）による渋滞対策
・県道神戸長沢線 定五郎橋

◆道路のライフサイクル全体の低炭素化
トンネル照明のＬＥＤ化
・国道260号 相賀浦トンネル

右折レーンがなく
渋滞が発生

新交差点に
右折レーンを追加

整備前 整備後

整備前 整備後

路肩を拡幅して
自転車通行空間を確保

路肩

ナトリウム灯による
トンネル照明

トンネル照明をLED化
太陽光発電施設を設置

県土整備部
道路企画課 電話2739
道路建設課 電話2672
道路管理課 電話2677
港湾・海岸課 電話2691
下水道事業課 電話2725

○脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現に向けて、各分野において取組を推進

更
新

現状 更新後（イメージ）

ナトリウム灯具 ＬＥD灯具

港の照明のＬＥＤ化

津松阪港

尾
鷲
港

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化

整備前 整備後
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（４）盛土等による災害への対策
県土整備部
建築開発課 電話3087

○盛土等による災害から県民の生命・財産を守るため、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、許可等制度を

運用するとともに、規制区域内の既存盛土等分布調査を実施

令和7年5月26日に県全域を

宅地造成等工事規制区域、

特定盛土等規制区域 の

いずれかの区域に指定

（１）盛土規制法に基づく規制区域の指定 （２）盛土規制法に基づく基礎調査（既存盛土等分布調査）

一定規模以上の盛土等を規制対象として

許可等制度を運用

おおむね５年ごとに、規制区域内における

①既存の盛土等の分布 ②安全性等
について調査を実施

②安全性把握の優先度評価
応急対策の必要性判断

県内全域を３地域に分け、
３か年で調査（業務委託予定）

①既存盛土等分布調査(※)

県全域を対象に
業務委託

(※)造成前後の地形データ等を収集し、標高等を比較して盛土を抽出

令和８年度 令和９年度～11年度

○盛土等を行う場合、災害防止のための許可基準に
適合するよう、 知事の許可が必要

○土地所有者等が盛土等を安全に保つ責務が発生

◆ 区域指定による規制の概要

盛土

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化
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（５）良好な住環境の実現
県土整備部
  下水道事業課 電話2725
住宅政策課 電話2720

○下水道事業において施設整備や市町との連携強化を推進するとともに、 安全で快適な住まいづくりに向け、
空き家対策への支援や県営住宅の計画的な改修を実施

（２） 下水道の広域化・共同化の推進

受入廃止

統合

幹線管路

（１） 下水道の未普及対策

未普及地域の解消に向けて幹線管路の延伸や下水処理場の増設を

推進

（４） 県営住宅の改修

景観の保全にもつながる建物の長寿命化を図るための外壁改
修や、住戸内のバリアフリー改修等を実施

下水処理場

明和幹線管渠工事
南部浄化センター

汚泥濃縮棟工事

いなべ市十社地区クリーンセンター

（農業集落排水処理施設）

北部浄化センター

（流域下水道） マンホール点検の訓練の様子

（３） 空き家の除却や活用の支援

危険な空き家の除却のほか、移住定住のための空き家の
リフォームや地域活性化施設への改修等を支援

除却前 除却後

熊野市における空き家の除却

流域下水道区域に農業集落排水処理施設等

を統合し、市町の事業運営を支援

合同防災訓練を通じ

市町との連携強化
【浴槽設置】外壁改修

【段差解消】

住戸内改修

一身田団地 笹川団地 桜島団地

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化
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（１）産業の活性化や生産性の向上等に資する道路整備
県土整備部
道路企画課 電話3016
道路建設課 電話2630

○産業の活性化や生産性の向上、地域間交流を促進する道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路及び
直轄国道の整備を促進するとともに、県管理道路の整備を推進

◆県管理道路の令和８年度完成見通し
番号 路線名 箇所 延長 整備手法

① 一般国道365号（東員工区その1） 東員町長深 0.7km 4車線化

② 一般国道365号（小牧拡幅） 四日市市小牧町 0.8km 4車線化

③ 主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパスⅠ期） 鈴鹿市国府町 2.0km バイパス

④ 主要地方道上野大山田線（蓮池） 伊賀市蓮池 0.6km バイパス

⑤ 一般国道260号（船越） 南伊勢町船越 0.7km バイパス

（完成見通しについては、今後の予算状況等により変更になる場合があります。）

【位置図】

③

①②

⑤

④

◆高規格道路の令和８年度事業内容

①一般国道365号
（東員工区その1）

【主要箇所】（令和8年度完成予定）

番号 路線名 箇所 延長 R8事業内容

① 東海環状自動車道【直轄】 県境～いなべIC 9.0km 工事

② 熊野道路【直轄】 熊野大泊IC～熊野市久生屋町 6.7km 工事

③ 紀宝熊野道路【直轄】 熊野市久生屋町 ～紀宝IC 15.6km 用地買収

④ 鈴鹿亀山道路 鈴鹿市野辺町～亀山市辺法寺町 10.5km 用地買収

⑤ 伊勢志摩連絡道路（五知～白木） 志摩市磯部町五知～鳥羽市白木 3.0km 設計

①

②
③

④

（１） 高規格道路の事業内容・県管理道路の完成見通し

（２）リニア開業等を見据えた道路ネットワークの検討

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進

⑤一般国道260号
（船越）

④主要地方道上野大山田線
（蓮池）

③主要地方道鈴鹿環状線
(国府バイパスⅠ期)

リニア開業や高速道路ネットワークの進展を見据え、必要な道路ネットワークを検討

大阪

⑤

至志摩市

至紀北町

至四日市市

至東員IC

至国道163号

至伊賀市街

至亀山市

至鈴鹿市街
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（２）地域の賑わい創出のための道路空間再編
県土整備部
道路企画課 電話2739

○地域の賑わい創出に向け、津駅周辺道路空間の再編のための調査・設計の推進や、

バスタ四日市事業の整備を促進

◆ 県道津停車場線及び津駅東口ロータリーにおいて、
路上カーシェアリングの社会実験を実施

バスタ工事の状況（三重河川国道事務所） 関連工事の状況（四日市市）：よんまるテラス

令和８年度

県道津停車場線において調査・設計を推進

（１） 津駅周辺道路空間の再編 （２） バスタ四日市の整備促進

◆ 津駅周辺基盤整備の方向性（ビジョン）を策定（津市）

令和８年度

バスタ四日市の本体工事を継続

令和４年３月に策定した「津駅周辺道路空間の整備方針」に

基づき、鉄道やバス等が集まる交通結節点である津駅周辺の

課題解決に向けて、国・県・津市が連携して道路空間の再編に

取組中

令和７年度の取組

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進

令和７年１２月２０日供用
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（３）花とみどりの三重づくり基本計画（R６-R９）に基づく取組の推進
県土整備部
都市政策課 電話2718

○ 「花とみどりあふれる未来に向けた土台づくり」に向けて、県民のみなさんが花とみどりに
関心を持つことができるよう気運醸成に注力した取組を実施

R6 R9

本計画

花とみどりあふれる
未来に向けた土台づくり

次期計画
将来計画

4年ごとに見直し

Ｒ６－Ｒ９ 

基本方針

花とみどりあふれる
未来に向けた土台づくり

～多くの県民が花とみどりが活用された
まちづくりを実感するために～

めざす姿
花とみどりで優しさあふれる

健やかなふるさと三重

基本計画の方針

花とみどりを 魅せる 花とみどりで つなぐ

ロゴマークを活用
した条例・計画ＰＲ

花とみどりを 知る

花とみどりの効用が体感
できるよう、公共空間等
に花とみどりを取り入れ
る取組

花とみどりの効用の理
解が深まるよう、花と
みどりに触れる機会を
つくる取組

花とみどりを通じて、
県、市町、県民・事業
者等の多様な主体がつ
ながる取組

県営都市公園における
 花を活用した取組

花とみどりの日・
街路樹の日イベントの開催

市町が実施する花を活用した
体験や花育等の取組を支援

街路樹の良好な景観づくり
に向けた取組

みえ花と絆のプロジェクト
による道路空間での花植え

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進

R10

気運醸成に注力した取組

条例周知のためのＰＲグッズ

花とみどりの日
（鈴鹿市フラワーパーク）

街路樹の日
（三重県立図書館）

街路樹診断の様子

亀山サンシャインパークでの花壇整備

北勢多度線（桑名市） 国道422号（伊賀市）

観葉植物のカラーサンド植え親子体験教室
（四日市市）
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（４）道路空間のグリーン化
県土整備部
道路管理課 電話2675

○街路樹の健全度を改善することにより、本来の樹形を回復したうえで、景観等に配慮した質の高い管理を実現

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進

カルテ
…健全度が低い
街路樹は個別の
カルテを作成

ＧＩＳ
…ＧＩＳ位置情報と連携

●健全度を勘案のうえ、路線毎に作成

健全度診断

●全ての街路樹(高木)
約12,000本を対象に
樹木医による健全度診断

樹木台帳

●健全度を反映した樹木台帳(イメージ)

育成計画（一部路線）

●落枝事故が発生した路線
で樹木医※による健全度
診断を試行

健全度診断の試行

●事故が発生した街路樹
とは別の危険木(枯枝)
を確認

枯枝を除去し、
事故を未然防止

樹木番号 路線名 樹種名
幹周
(cm)

樹高
(m)

枝張
(m)

カルテ
対応

キノ
コ

開口
空洞

樹皮
欠損

腐朽
入り
皮

根の
異常

病虫
害

周辺
樹木
との
競合

揺れ 傾斜
打音
異常

鋼棒
貫入

1 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

2 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

3 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯

4 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

5 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

6 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

7 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

8 ●●●●線 イチョウ ●● ●.● ●.●

9 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

10 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

11 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯

12 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

13 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯ ◯

14 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.●

15 ●●●●線 ケヤキ ●● ●.● ●.● ◯ ◯

令和６年度 令 和 ７ 年 度

※樹木の総合的な診断・治療
技術を備えた専門家の資格

健全度を考慮し、長期スパン
で段階的に、景観等に配慮
した質の高い管理の実現

統一美のある樹形の創生・
維持

本来の樹形回復後、整った
樹形づくりのための剪定

●健全度を考慮した管理の
重要性を改めて認識

No.2
・●●●●線
・ケヤキ
・広葉樹

育成計画に基づく管理により、
健全度を改善し、本来の樹形
を回復

現状をふまえ、健全度改善の
ための育成計画を策定

現状把握・見える化のため、
健全度診断、樹木台帳の
作成

街路樹管理のめざす姿 令和８年度

育成計画

●街路樹(高木)が植栽
された全路線の育成計画
を作成

●●●●線
街路樹育成計画

全路線に
拡大

打音

鋼棒貫入

幹周計測
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（５）防災機能等を備えた都市公園の整備

◆ 大仏山公園の再整備

防犯カメラの設置

◆ 夜間の視認性の確保
照明灯を改修し、夕暮れ・夜間の視認性を確保するとともに

防犯カメラの設置を推進

照明灯の改修

亀山サンシャインパーク
（亀山市）ほか

ダイセーフォレストパーク(鈴鹿青少年の森)
（鈴鹿市）ほか

キッズトイレ

授乳室

硬式野球もできる
野球場

子育て機能を
強化した管理棟

老朽化が進んだ公園を子どもや子育て世代の目線に立って

再整備し、子育てやスポーツ交流の拠点としてリニューアル

イベント広場

（２） 子育てやスポーツ交流の拠点となる公園の整備

（３） 安全・安心に利用できる公園の整備

◆一時避難場所である県庁前公園の防災機能を強化するため、

断水時にも使用できるマンホールトイレやかまどベンチ、防災

照明等を整備

出典：マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン
（2021版：国土交通省水管理・国土保全局 下水道部）

◆多くの観光客が訪れる公園施設の近くに、誰もが安心して

避難できる高台広場を整備

令和８年度完成予定
かまどベンチ
設置予定箇所

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進

（１） 都市公園におけるマンホールトイレ等の整備

新プール

城ノ浜ビーチ

避難ルート

高台広場整備
（旧プール跡地）

高台広場

芝そりゲレンデ

令和８年度完成

大型複合遊具

誰もが使いやすい
トイレ

マンホールトイレ等
設置予定

マンホールトイレの整備事例

県庁前公園（津市）

マンホールトイレ等
設置予定箇所

大仏山公園（伊勢市、明和町、玉城町）

熊野灘臨海公園（紀北町）

県土整備部
都市政策課 電話2706

○都市公園の防災機能強化に加え、子どもの遊び場や子育て世帯の交流の拠点としての役割も担い、安全・安心に

利用できる都市公園への再整備を推進
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（６）三重の木づかい条例に基づく県産木材利用の推進

県土整備部
県土整備総務課 電話2762
営繕課 電話2150
技術管理課 電話2918

○県産木材利用の推進に向けて、公共施設でのさらなる利用拡大を図る

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進

（２）公共建築物における県産木材利用の推進

【最近の施工実績】

盲学校・聾学校

【施工中】

管理棟屋内イメージ屋内体育館棟屋内イメージ

○木材使用量 １０㎥ （うち県産材 １０㎥）

○木材使用量(予定) 1,424㎥ （うち県産材 988㎥）

公共建築物の木造化・内装の木質化を図り、県産木材の利用を
推進

○木材使用量 ８㎥ （うち県産材 ６㎥）

四日市農芸高等学校屋外トイレ

青山高原山頂小屋 休憩室 休憩室

多目的トイレ 男子トイレ

（１） 公共土木施設における県産木材利用の推進

公共土木施設の県産木材利用５か年計画（R３～R７）に基づき、
県産木材の継続的な利用を推進

5工種

10工種

15工種

24工種
毎年度
適用工種を拡充

R4 R5 R6 R7

計画により設定した
工種の実績

利用基準策定による土台作り
24工種の適用工種を設定

利用量の拡大に向けた取組
県産木材と目視で確認しやすい、合板型枠
の開発へのはたらきかけにより製品化

既型枠 県産木材型枠

現計画（R３～R７）の成果

立入防止柵（県道合ヶ野松阪線）木製Gr（国道３68号） 四阿（南部浄化センター）

【令和７年度施工例】

県産木材利用をより一層推進するため、現計画の成果をふまえ、

次期計画（R８～R12）を令和８年３月に策定（予定）し、

利用量の底上げや重点的利用によるＰＲを図っていく

型枠の色変更により、
現場での確認が容易になる
ことから、利用量拡大に寄与

あずまやご が の
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（７）観光誘客の促進に向けた取組
県土整備部
県土整備総務課 電話2762
道路管理課 電話2677

（開催場所のイメージ）

（２） サイクルツーリズムの推進

※千葉県銚子市から神奈川県、静岡県、愛知県、三重県の各太平洋岸沿いを
走り、和歌山県和歌山市に至る延長1,487kmの自転車道
（三重県内は、鳥羽市から南牟婁郡紀宝町までの約300km）
令和３年５月31日にナショナルサイクルルートに国が指定

３ 豊かで活力のある地域づくりの推進

ナショナルサイクルルートである太平洋岸自転車道の走行環境、

受入環境、情報発信の充実

ルートで自転車通行空間を
整備

オリジナルHPで
情報発信を強化

ビュースポット・フォトスポットの整備

クルーズ船⇒

船内の様子

サイクリングVR
体験会実施

ナショナルサイクルルートをライトアップし、
クルーズ船ツアーを開催！募集定員に対し、６倍の応募！（開催場所のイメージ）

（１） インフラツーリズムの推進

各地でライトアップ等の
インフラツーリズムを継続的に実施

地域経済の活性化へ寄与するため、インフラを観光資源として

利活用するインフラツーリズムを推進

◆ 令和７年度の主な取組

三重県ダム二十一所巡り

三重県内ではこれまでに、
・ ダムや橋梁のライトアップ
・ ダム限定カード
・ ダムカレーの販売

等を実施

【令和８年度の主な取組】

QR コードAI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

滝川ダム竣工25周年記念
フォトコンテスト QR コードAI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

県内のダム管理者と連携し、
「ダム印」を配布

最優秀賞の写真が、
25周年記念ダムカードに！

抽選で、

認定書とクリアファイル

プレゼント！

入選者への
賞品も用意！

○多様化する旅行者ニーズをふまえ、インフラを活用した滞在型の観光コンテンツを発掘・磨き上げ
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◆地域を支える建設業の将来イメージ◆各取組の関係性のイメージ

めざす姿

三重県建設産業活性化プラン２０２４ 【策定】令和６年３月 【計画期間】令和６～９年度

～将来ビジョン～ 時代の変化に対応した経営により、地域の建設企業が将来にわたり存続し続ける

【取組方針１：担い手の確保】

教育機関等との連携の下、建設業の魅
力を発信し、新卒者やＵ・Ｉターン人材の
担い手確保

【取組方針2：労働環境の改善】

休日の確保や時間外労働時間の削減、
人材育成や福利厚生等、建設就業者の
労働環境を改善

【取組方針３：生産性の向上】

建設ＤＸの導入・活用、新技術の活用
等により、建設企業の業務における生
産性を向上

〇建設産業活性化に向けた取組

○ 地域の建設業が地域の守り手としてその役割を担い続けることができるよう、適正な利潤の確保に配慮しつつ、令和６年度からの４年

間では、「担い手の確保」「労働環境の改善」「生産性の向上」の３つの取組方針を柱として、相互に連携し、相乗効果を生み出しながら、

        新たな将来ビジョンをめざす。

【企業の安定経営に向けた取組方針】

上記３つの取組方針にある施策を推
進していくため、建設企業の経営状況
の確認と適正な利潤の確保

公共事業の的確な推進 県土整備部
公共事業運営課 電話2915
技術管理課 電話2918
建設業課  電話2723

プランの取組を効果的に進めるため、建設業団体や教育

機関等と随時実施する意見交換や検討会議委員等との定

期的な意見交換（年１回程度）をふまえて、建設業をとりま

く状況の変化や各取組の効果を検証し、対策・改善を行い

ながら取組を推進

【進捗管理】

令和８年度 三重県建設産業活性化プラン２０２４ Ｖｅｒ.３

「効果検証」 「対策・改善」

令和６年度三重県建設産業活性化プラン検討会議で決定
した令和７年度の取組方針

【令和７年度】 三重県建設産業活性化プラン２０２４ Ｖｅｒ.２

44



（１）担い手の確保

担い手の確保に向け、県、建設業界、教育機関等が連携し、各種取組を深化
○令和８年度の取組（継続取組） ○深化する取組

⑦多角的な広報による魅力発信

公共事業の的確な推進

〇建設産業活性化に向けた取組

県土整備部
公共事業運営課 電話2915
技術管理課 電話2918
建設業課  電話2723

①学校訪問

進路指導教諭と情報交換し建設業をＰＲ

③進路指導教諭と建設企業との交流会

建設企業と進路指導教諭との関係性を構築

②出前授業・現場見学会

参加型授業で建設業の魅力を発信

④企業の採用活動支援

⑤学生向けの資格取得支援 ⑥U・Iターン、外国人材の確保

就職イベントで若年求職者に建設業をＰＲ

＜SNSの活用＞

ドローンの操作体験

若年層に人気のインフルエンサーの活用や広告配信により
出前授業や現場見学会の状況等、建設業の魅力を発信

＜体験型イベントの開催＞ Ｒ８新規事業【県民提案予算の取組】
若年層やその保護者世代に対する建設業の魅力発信として、建設業団体や
教育機関等と連携し、体験型イベントを開催

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ ＴｉｋＴｏｋ ＹｏｕＴｕｂｅ

ドローンの操作体験

建設機械の乗車体験 建設機械のシミュレーション

建設機械のアトラクション

資格取得に向けた学習会（土木・建築）の実施

進路指導教諭が採用活動をアドバイス
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R5 R6 R7.9 R8

目標 実績

（２）労働環境の改善

担い手３法の改正（第三次担い手３法）に基づき、働き方改革や処遇改善に関する取組を推進
① 週休２日制の推進

公共事業の的確な推進

〇建設産業活性化に向けた取組

県土整備部
公共事業運営課 電話2915
技術管理課 電話2918
建設業課  電話2723

設定率の低い市町に対して、設定率を向上するように
発注者協議会地域分科会＋個別訪問にて取組の推進を要請

84% 93% 98%

8%

18%

59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R4 R5 R6
県（全体） 市町（全体）

週休２日制工事（４週８休）設定率
＝週休２日制として発注した工事/当該年度に発注した工事件数（随意契約を除く）

改正建設業法等への
対応により労働者の
処遇改善

適正な労務費の
確保
賃金の行き渡り
の確認

STEP２における令和８年度の取組

市町に対してCCUSモデル工事導入を要請することで、
小規模工事を受注する建設企業へのＣＣＵＳの活用拡大を促進

小規模工事への活用促進

③建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用促進等

下請事業者・
技能者の登録
促進

就業履歴蓄積
（カードタッチ）
の促進

１

２
３

STEP

STEP

STEP

令和３年10月～
令和６年３月

令和６年４月～

モデル工事を段階的に実施し、CCUS活用を促進
CCUSの活用拡大により、技能者の能力・経験に
応じた処遇改善

元請事業者の
登録促進

県内の建設企業に対して説明会やチラシ配布等により
ＣＣＵＳの制度等を周知することで登録及び活用拡大を促進

市町発注工事の週休２日制工事（４週８休）設定率

多くの市町が実工期が短い工事や規模の小さい工事を
週休２日制工事の対象外としている。

令和６年度:月単位の導入
令和７年度:土日完全週休制、週単位、交替制を導入

県発注工事の週休２日制工事（４週８休）達成率

今後の目標を
ほぼ達成

民間工事への活用促進

②バックオフィスの導入による施工管理の分業化

技術者の労働時間削減対策として施工管理の
分業化（バックオフィス）を推進

書類業務
ICT業務

技術者の負担軽減

分業化

支

援

多様な人材の活躍

人材育成や導入を支援

説明会・セミナーの開催

社内人材育成のサポート

STEP1 バックオフィス説明会

バックオフィスを知ってもらうための説明会、事例紹介

令和6年度～

STEP2 経営者向けセミナー

経営者の疑問に対する助言・指導、経営者同士の意見交換

令和6年度～

STEP3 技術者向けセミナー

技術者の疑問に対する助言・指導、技術者同士の意見交換
実践企業の担当者によるレクチャー

令和7年度～

STEP４ 担当者講習会

バックオフィスの実務を担う人材の育成支援

令和8年度 NEW!

・公共工事説明会（事務系人材向けの公共事業の基本研修）

社内人材の育成に係るニーズを把握しつつ、
実践的な内容を学ぶ取組を支援

・個別研修（工事写真整理、施工計画書作成等）

・ASPや遠隔臨場の活用について、実機による講習 等

設定率
ＵＰ

令和８年度
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県土整備部
公共事業運営課 電話2915
技術管理課 電話2918
建設業課  電話2723

（３）生産性の向上

公共事業の的確な推進

〇建設産業活性化に向けた取組

DX建設 促進説明会

活用編（中・上級編）

伊勢会場

DX建設 講習会

ICT活用工事

初級編

令和7年度伊賀会場 令和7年度松阪会場

民間企業で活躍するICTアドバイザーを講師に招いた講座を開催

データ作成演習 建機操作の実演 実機の良さを体験

実際に3次元設計データを作成し、実機のデモを体験

ＩＣＴ活用工事等について理解を深めるた
めの説明会を継続して開催

ＩＣＴ活用工事に係る人材育成を支援する
ための講習会を継続して開催

令和6年度から継続
令和7年度 10会場198人(98社）参加

人材育成を支援することで、実施率を向上 情報共有システム 受発注者双方が参加できるクラウドで
業務効率化を推進

建設ＤＸを推進し、建設業界の生産性向上を推進

情報共有システム
（ASP)

発注者受注者

書類等

市町工事への普及拡大

に向けて説明会を開催

普及促進のため、受注者
向けの講習（建設DX
促進説明会）を
開催

小規模企業への

普及を促進
幅広く利活用される

環境を実現

BIM/CIMの活用 BIM/CIMの施工段階での活用を推進

ＢＩＭ/ＣＩＭ成果活用工事の施工者アンケート（R6/R7)

・図面で把握しづらい部分の理解に役立った。

・現場作業員の現場理解が進んで好評だった。
Good!

施工段階においてBIM/CIMの活用を推進し、建設事業全体の効率化に
貢献

遠隔臨場の推進 バックオフィス導入等ＤＸ環境の促進に
より活用率を向上

遠隔臨場を推進し、受発注者ともに移動時間削減等の効率化だけでなく、
多様な人材の活用や、現場環境の改善に寄与

多くの場面で活用されており、好事例の横展開を推進

・移動時間削減で業務効率アップ
・設置型カメラで夜間や荒天時の現場を確認
・録画して内容を再確認
・社内から経験豊富な社員がアドバイス

Good!

令和6年度から継続

令和7年度から順次拡大

BIM/CIM成果の工事での活用を推進
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（４）企業の安定経営に向けた対応

建設企業を取り巻く環境の変化に応じて入札契約制度等の改善の取組を推進

発注者協議会地域分科会＋個別訪問にて
全市町へ取組の推進を要請

STEP2 経営者向けセミナー

取組項目 令和7年度までの主な取組及び検証 令和8年度の取組

入札契約制度の
改善

➢ 調査基準価格等の引き上げ後の状況把握

• 令和６年４月に建設企業の適正な利潤確保に向け、調査基準価格等

の引き上げを実施 ⇒ 建設工事の平均落札率が上昇(＋１．７％）

三重県 全国平均
引き上げ前(令和５年度末) ９２．９％ 94.0%
引き上げ後(令和６年度末) ９4．4％ 93.8%

                      直近(令和７年１０月末) ９４．６％
➢ 電子契約サービスの導入（令和７年10月～）

・ 契約手続きにおける利便性の向上や契約事務の効率化（印刷費用、

印紙税が不要）等を図るため、電子契約サービスを導入

（電子契約件数※公共のみ 10月：129件、11月：182件、12月：254件）

➢ 建設企業の経営状況の把握 【継続】

• 売上高経常利益率や平均落札率等の推移を把握し、

必要に応じて入札契約制度の改善を検討

適正な予定価格
等の設定継続

➢ 「資材価格高騰等に対する特例措置」を策定

• 適正な予定価格等の設定では、価格変動による公共工事の積算時点

と当初契約時点の資材価格差に対応するため、令和6年12月に「資

材価格等に対する特例措置」を策定し、引き続き資材価格高騰に適

切に対応

➢ 適正な価格での契約 【継続】

• 毎月資材単価を更新し、単価を適切に設定

• 労務費や建設資材の価格変動等に対応し、「スライ

ド条項」や「資材価格高騰等に対する特例措置」を

適切に運用

市町への
働きかけ

➢ 市町への働きかけ

• 市町における適正な最低制限価格の設定に向け、発注者協議会三重

県部会や個別訪問（８市町）による取組要請

➢ 市町への働きかけ 【継続】

• 市町発注工事における建設企業の適正な利潤確保

に向け、発注者協議会三重県部会等を通じた継続

的な市町への働きかけ

これらの取組の推進により、建設企業が適正な利潤を確保できる環境を整備

公共事業の的確な推進

〇建設産業活性化に向けた取組

県土整備部
公共事業運営課 電話2915
技術管理課 電話2918
建設業課 電話2723
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（４）議案第５１号 

「令和７年度三重県一般会計補正予算（第１１号）」（関係分） 

（５）議案第６２号 

「令和７年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）」 

 

 

１ 会計別総括表                                         （単位：千円） 

区     分 補正前の額 補 正 額 
補正後の 

予算額 

  一 般 会 計 117,484,502 △ 2,634,728 114,849,774 

 土 木 費 111,042,507 △ 551,176 110,491,331 

災害復旧費 6,441,995 △ 2,083,552 4,358,443 

  特別会計（港湾整備事業） 104,148 △ 9 104,139 

合    計 117,588,650 △ 2,634,737 114,953,913 

 

２ 事業別総括表（一般会計）                           （単位：千円） 

 

 

 

 

区     分 補正前の額 補 正 額 
補正後の 

予算額 

公 

共 

事 

業 

国補公共事業 45,524,663 

1,070,382 

21,706,551 

77,867,251 

463,178 

8,381,395 

86,711,824 

16,703,574 

103,415,398 

△ 8,470 45,516,193 

直 轄 事 業 18,010,751 △ 55,540 17,955,211 

県単公共事業 27,848,803 41,816 27,890,619 

小  計 91,384,217 △ 22,194 91,362,023 

受託公共事業 1,456,184 △ 129,746 1,326,438 

災害復旧事業        6,441,995 △ 2,083,552 4,358,443 

計 99,282,396 △ 2,235,492 97,046,904 

その他事業（非公共事業） 

（ 非 公 共 事 業） 

一般会計 

18,202,106 △ 399,236 17,802,870 

合    計 

一般会計 

117,484,502 △ 2,634,728 114,849,774 
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【国補公共事業】       △ ８４７万円 

 （主なもの） 

   公営住宅建設事業    △ ６０１万 ２千円 

 

 

【直轄事業】         △ ５，５５４万円 

 （主なもの） 

   直轄河川事業負担金   △ ５，４２１万 ６千円 

 

 

【県単公共事業】        ４，１８１万 ６千円 

 （主なもの） 

   県単河川局部改良費   ４，６５１万 ４千円  

 

 

【受託公共事業】       △ １億 ２，９７４万 ６千円 

 （主なもの） 

   砂防事業         △  ９，５００万円  

 

 

【災害復旧事業】              △ ２０億 ８，３５５万 ２千円 

 （主なもの） 

   令和７年災害土木（建設）復旧費   △ １５億 ６，１４３万 ３千円 

 

  

【その他事業】         △ ３億 ９，９２３万 ６千円 

 （主なもの） 

   人件費         △ ２億 ８，６８２万 １千円 
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【繰越明許費】 

 

（繰越明許費一覧表）                         （単位：千円） 

科     目 補正前の額 
今回追加・ 
変更を行う額 

補正後の額 備      考 

一般会計 19,049,143 38,484,088 57,533,231  

土 木 費 19,049,143 35,134,897 54,184,040  

土 木 管 理 費 －  9,721,002 9,721,002 
公共土木施設維持管理費

ほか２事業 

道路橋りよう費 9,059,028 15,197,884 24,256,912 
道路整備交付金事業費ほ

か２０事業 

河 川 海 岸 費 8,693,649 8,225,402 16,919,051 
治水ダム建設事業費 

ほか２５事業 

港  湾  費 682,000 823,644 1,505,644 
海岸高潮対策（港湾）費 

ほか５事業 

都 市 計 画 費 614,466 1,165,565 1,780,031 
国補街路事業費ほか 

１１事業 

住  宅  費 －  1,400 1,400 住まい安心支援事業費 

災害復旧費 －  3,349,191 3,349,191  

土木施設災害復旧費 －  3,349,191 3,349,191 
令和６年県単災害土木復

旧費ほか５事業 

  県土整備部 計 19,049,143 38,484,088 57,533,231  
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（６）議案第６６号 

「令和７年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第４号）」 

 

企業会計（流域下水道事業）総括表              （単位：千円） 

              
補正前の額 補 正 額 

補正後の 
予算額 

収益的収入 (ｱ) 15,434,674 50,184 15,484,858 

収益的支出 (ｲ) 15,064,138 221,920 15,286,058 

収益的収支差 (ｱ)-(ｲ) 370,536 △ 171,736 198,800 

純損益（税抜き）   413,693 △ 80,821 332,872 

資本的収入 (ｳ) 9,737,561 △ 581,081 9,156,480 

資本的支出 (ｴ) 10,321,545 △ 592,757 9,728,788 

  うち、建設改良費    7,326,679 △ 580,691 6,745,988 

資本的収支差 (ｳ)-(ｴ) △ 583,984 11,676 △ 572,308 

  ※資本的収支差 572,308千円は、損益勘定留保資金等で補填します。 
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（７）議案第２９号「三重県手数料条例の一部を改正する条例案」（関係分） 

 

１ マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う許可申請手数料

の整備 

（１）改正理由 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正（令和７年５月３０日公

布）に鑑み、要除却等認定を受けたマンションの建替え等に係る高さ制限の緩和に

係る許可申請手数料等を整備するものです。 

 

（２）改正内容 

 老朽化マンション等の再生の円滑化を図るため、マンションの建替え等の円滑化

に関する法律が一部改正され、現行の容積率の特例に加え、耐震性不足等のマンシ

ョンの建替え・更新をする場合における高さ制限の特例許可（法第 163条の 59）が

追加されたこと等に鑑み、申請手数料等を整備します。 

 

 法律名 改正条項 種類 内容及び手数料額 

新 マンションの再生等の円滑化に関する法律 法第 163条の 59  許可 
容積率の特例許可（16万円） 

各部分の高さの特例許可（16万円） 

旧 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 法第 105条 許可 容積率の特例許可（16万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）条例の施行期日 

   令和８年４月１日から施行します。 

 

（国土交通省資料から引用） 

 

＜制度のイメージ＞ 

耐震性不足マンション 

要除却認定マンションの建替え

＋特定行政庁の許可 

耐震性不足等の危険マンションが 

除却されることによる公益性を評価 

容積率の緩和 

＋ 

高さ制限の緩和 

 拡充 

 
改正法の概要 

 
背景・必要性 
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◎ 所管事項　
（１）「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告について

第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：県土整備部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 同和地区公共下

水道事業補助金
津市
津市殿村
5

17,400
（R8.9）

対象区域において、平成9
年度から13年度までの5年
間に実施した公共下水道
事業及び特定環境保全公
共下水道事業で、国の財
政上の特別措置が講じら
れない管渠の建設に要す
る経費について、地方債
の元利償還額の一部を補
助する。
（平成13年度までの制度
で、新規採択終了）

（目的・理由）
同和地区における公共下
水道の緊急かつ計画的な
整備を促進することによ
り、生活環境の改善を図
り、併せて公共用水域の
水質保全に寄与する。
（根拠）
県土整備部関係補助金等
交付要綱

①公共財
公共財である河川や海等
の公共用水域の水質汚濁
防止を図るものであり、公
益性を有している。

下水道事
業課

土木
費

都市
計画
費

下水
道事
業費

下水道事業諸
費

2 木造住宅耐震補
強等事業費補助
金

津市
津市西丸之内
23番1号

37,422
（R8.4）

木造住宅の耐震補強工事
等に要する費用に補助を
行う市町に対し、国と県で
支援を行う。

（目的・理由）
住宅の地震に対する安全
性の向上を図り、県民の生
命、財産を保護する。
（根拠）
県土整備部関係補助金等
交付要綱

⑤ナショナル（シビル）ミニ
マム
現行の耐震基準を満たし
ていない木造住宅は地震
による倒壊の危険性が高
く、大規模災害時に甚大な
被害を及ぼす恐れがある
とともに、倒壊による道路
閉塞等により緊急車両等
の通行・活動に支障をきた
すなど、地域全体の被害
が拡大する恐れがある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。

住宅政策
課

同上 住宅
費

住宅
管理
費

住まい安心支
援事業費

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

番号 補助金等の名称
補助事業者等の
氏名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：県土整備部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
3 木造住宅耐震補

強等事業費補助
金

四日市市
四日市市諏訪
町1番5号

66,029
（R8.4）

木造住宅の耐震補強工事
等に要する費用に補助を
行う市町に対し、国と県で
支援を行う。

（目的・理由）
住宅の地震に対する安全
性の向上を図り、県民の生
命、財産を保護する。
（根拠）
県土整備部関係補助金等
交付要綱

⑤ナショナル（シビル）ミニ
マム
現行の耐震基準を満たし
ていない木造住宅は地震
による倒壊の危険性が高
く、大規模災害時に甚大な
被害を及ぼす恐れがある
とともに、倒壊による道路
閉塞等により緊急車両等
の通行・活動に支障をきた
すなど、地域全体の被害
が拡大する恐れがある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。

住宅政策
課

土木
費

住宅
費

住宅
管理
費

住まい安心支
援事業費

4 同上 伊勢市
伊勢市岩渕1丁
目7番29号

36,136
（R8.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

5 同上 松阪市
松阪市殿町
1340番地1

11,791
（R8.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

6 同上 桑名市
桑名市中央町
二丁目37番地

11,370
（R8.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

7 同上 鈴鹿市
鈴鹿市神戸一
丁目18番18号

19,353
（R8.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

番号 補助金等の名称
補助事業者等の
氏名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

55



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：県土整備部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
8 木造住宅耐震補

強等事業費補助
金

亀山市
亀山市本丸町
577番地

10,162
（R8.4）

木造住宅の耐震補強工事
等に要する費用に補助を
行う市町に対し、国と県で
支援を行う。

（目的・理由）
住宅の地震に対する安全
性の向上を図り、県民の生
命、財産を保護する。
（根拠）
県土整備部関係補助金等
交付要綱

⑤ナショナル（シビル）ミニ
マム
現行の耐震基準を満たし
ていない木造住宅は地震
による倒壊の危険性が高
く、大規模災害時に甚大な
被害を及ぼす恐れがある
とともに、倒壊による道路
閉塞等により緊急車両等
の通行・活動に支障をきた
すなど、地域全体の被害
が拡大する恐れがある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。

住宅政策
課

土木
費

住宅
費

住宅
管理
費

住まい安心支
援事業費

番号 補助金等の名称
補助事業者等の
氏名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目
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